
公益 財団法人寺下 援護会 助成金規程  
 

 
一部改正令和７年３月１９日  

 （ 趣   旨）  
第 １ 条  この規程は、 公益財 団法人寺下援 護会 (以下「本 会」という )の  
 
  定款第４条第 １号よ り第５号まで の事業 を実施するた め、必 要な  
 
  事項を定める ものと する。  
 
 （ 対  象）  
第 ２ 条  本会の事業の 対象と なる者は、次 のとお りとする。  
 
  （１）兵庫県 下にお いて、設備及 び備品 等の整備拡充 を必要 とする  
 
     障害児 教育諸 学校（以下「 学校」 という。）  
 
  （２）その他 目的を 達成するため に必要 な事業（以下 「その 他必要な  
 
     事業」 という 。）  
 
 （ 助成の内容）  
第 ３ 条  助成の内容は 、次の とおりとする 。  
 
  （１）兵庫県 下の障 害児教育諸学 校の在 校生に対し教 育向上 の寄与に  
 
     繋がる 整備及 び備品の拡充 に対す る助成を行う 。  
 
  （２）その他 目的を 達成するため に必要 な助成を行う 。  
 
 （ 助成金給与の 期間及 び額）   
第 ４ 条  助成金給与の 期間は 、第６条の決 定があ った日の属す る年の  
 
  １月から１２ 月末ま でとする。  
 
 ２ ．前項の期間 中にお ける助成金給 与の限 度額は各年度 理事会 で  
 
   決定するこ ととす る。  

 
 ３ ．なお、前項 で定め た限度額以内 であれ ば第３条に定 める助 成の内容は  
 
   併用するこ とがで きる。  
 
 （ 助成金の願書 等の提 出）  
第 ５ 条  助成金の受給 志願者 （以下「志願 者」と いう。）は、 助成金  
 
  願書に、それ ぞれ下 記の書類を添 えて、 本会あてに提 出する ものとする。  
 
  （１）学 校 助成 金を必 要とする理由 書  
 
  （２）その他必要な事業 在学 学校長 の推薦書及び 助成金 を必要とする  
 
              理由書  
 
 （ 助成金受給者 の決定 ）  
第 ６ 条  助成金の受給 者（以 下「受給者」 という 。）は、選考 委員会 の  
 
  選考を経て、 理事長 が決定し、そ の結果 を志願者に通 知する ものとする。  



 
 （ 助成金給与の 方法）  
第 ７ 条  助成金の給与 は、下 記の方法によ り行う 。  
 
  （１）学校に 対する 助成金  
 
     毎年一 定月に 送金又は直接 給与す る。  
 
  （２）その他 必要な 事業に対する 助成金  
 
     その都 度送金 又は直接給与 する。  
 
 （ 助成金受領書 の提出 ）  
第 ８ 条  助成金を受領 した受 給者は、すみ やかに 、助成金受領 書を  
 
  本会あてに提 出しな ければならな い。  
 
 （ 規定の変更）  
第 ９ 条  この規程は、 評議員 会の議決を得 なけれ ば変更するこ とが  
 
  できない。  
 
 （ 細   則）  
第１ ０条  この規程の実 施につ いて必要な事 項は、 理事長が別に 定める 。  
 
 
   附   則  
  １．この規程 は、平 成２５年１月 ４日よ り施行する。  
 
   附   則  
  １．この改正 は、令 和７年３月１ ９日よ り施行する。  


